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1放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)(案)の主なポイント

１．全体構成の見直し
現行版は、「問題となりうる事例」を中心に、具体的事例を解説する形で関係法令や留意点等について説明されているが、
主要な論点が効率的に把握できるよう、取引価格の決定、著作権の帰属といった大きなテーマごとに再構成・整理。

２．対象範囲・定義の明確化
現行版では、下請法の対象となる取引（情報成果物作成委託や役務の再委託）の範囲や定義（線引き、外縁）について不
明な部分があるため、それらを分かりやすく明確化。

3．事前協議の重要性を強調
取引価格の決定、著作権・二次利用窓口業務の取扱い、取引内容の変更・やり直し等に関し、現行版においても関係者による
協議が必要である旨記述されているが、本ガイドラインの「フォローアップ調査」によると、局と製作会社の間において認識が乖離して
いることが明らかとなっていることから、各事項において事前協議の重要性を強調し、推奨。

4．ベストプラクティスの充実
現行版においても望ましいと考えられる事例の紹介は一部なされているが、適正な取組を更に促進するため、書面交付、支払遅
延防止等を担保する発注管理システムの導入や、社内での下請法セミナーの開催など、実態に即した望ましい事例を増加。

5．概要版（簡易版）の作成
現行版は54ページ、改訂版も80ページを超える見込みであるが、現場で実務に携わる人が簡易に参照できるよう、４枚の「概要
版」（簡易版）を作成。
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１．実施期間 平成３１年４月２７日（土）～５月３１日（金）

２．意見提出者 合計２，２４６者

【放送事業者関連団体：３団体】

【権利者団体：６団体】

（２） 個人：２，２３４者

• 一般社団法人日本民間放送連盟
• 一般社団法人衛星放送協会
• 一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟

【番組製作会社関連団体：１団体】

• 一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟（ＡＴＰ）

• 一般社団法人映像コンテンツ権利処理機構（aＲｍａ）
• 一般社団法人日本音楽事業者協会（音事協）
• 一般社団法人日本音楽制作者連盟（音制連）

【放送事業者：１社】

• 株式会社中国放送

• 一般社団法人映像実演権利者合同機構（ＰＲＥ）
• 一般社団法人演奏家権利処理合同機構（ＭＰＮ）
• 一般社団法人日本芸能マネージメント事業者協会

【番組製作会社：１社】

• 信州映像舎株式会社（長野県）

（１） 法人・団体 １２者

３．意見の分類

① ガイドライン改訂案に対する賛成意見 ５０者（ ２．２％）

② ガイドライン改訂案に対する具体的な修正意見 ８者（ ０．４％）

③ ガイドライン改訂案に対する総論的な意見（①及び②以外） １５８者（ ７．０％）

④ ガイドライン改訂案に対する意見ではないが、製作取引に関係する意見 ※ １，９５１者（８６．９％）

⑤ ガイドライン改訂案にも製作取引にも関係しない意見 ７９者（ ３．５％）

※ アニメ業界の労働環境や待遇等の改善に関する意見が多数あり。

放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)(案)に対する意見募集の結果
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3放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)(案)に対する主な意見

項目 提出された主な意見の概要

｢下請法の対象とならない取引」における書面
等の交付
（パブコメ案）
本ガイドラインでは、下請法の対象以外の取引について、少
なくとも、契約が成立したこと及びその内容に関する客観的
な記録をできる限り残すことを推奨する。また、以下の場合
においては、できる限り下請法上求められる書面と同様の書
面又は適切な書類を交付することを推奨する。
・製作会社から要請があった場合
・金額が大きい場合
・個人情報を扱う場合
・海外での業務など、安全管理上の懸念がある場合

○ 製作会社にとってだけでなく、放送局にとっても取引の内容を記した書面は、
後々のトラブルの種を残さないために必須と考えるので、今回の記載を歓迎。

＜全日本テレビ番組製作社連盟＞

○ 下請法の対象とならない取引における書面等の交付に関する記述をガイドラ
インに記載するとしても、（本文ではなく）「望ましいと考えられる事例」として記
載することが適切であると考える。

＜日本民間放送連盟＞

著作権の帰属 ○ 著作権の帰属は、適正な製作費を確保することと並んで、製作会社の経営
にとって重要。平成31年3月～4月に当連盟が行ったアンケート結果において、
放送事業者が部分的、又は費用の負担等の形式的な関与によって、（原則と
して製作会社に著作権が帰属する）「完全製作委託型番組」とならないケース
を問題視する声が上がっている旨を記載することを検討されたい。

＜全日本テレビ番組製作社連盟＞

ガイドラインの対象 ○ 現在、インターネット動画配信サービスが広く展開されていることから、ガイド
ラインの対象には、放送事業者のみならず、インターネット動画配信事業者も
含めるべきではないか。 ＜個人＞

アニメ業界の労働環境や待遇等の改善 ○ アニメーションは日本の一大産業となっているが、アニメーターへの還元が
十分ではない。報酬が不十分であり、長時間労働も課題。

＜個人＞

相談窓口の設置 ○ 立場が弱い下請事業者やクリエーターが安心して駆け込める匿名性が保証
された専門の相談窓口が必要ではないか。 ＜個人＞

改訂ガイドラインの周知啓発 ○ 特に発注側が改訂ガイドラインに則って適正な取引を行うよう、周知徹底の
実施方法について十分に検討されたい。 ＜個人＞3



4「アニメーション制作における下請ガイドライン」見直しの主なポイント
１．スケジュール管理の改善

・ ①スケジュール管理の重要性、②スケジュール管理は製作委員会の責務であること等を追記
・ デジタルツールを活用したスケジュール改善事例を追記（作画の受け渡しをオンライン上で行うことにより、集配にかかる時間が
削減された。）

２．契約書、発注書の取り交わしの適正化
・ ①契約書・発注書の交付の意義、②不交付に対する具体的な罰則を追記
・ 各制作工程に応じた発注書の記載事項を整理
・ 金額等の発注条件を定める際には、数量だけでなく内容や納期も考慮する必要がある旨を追記

３．発注書面のひな型の作成
・ 制作工程ごとの発注書面のひな型を作成

４．ベストプラクティスの充実
【契約書・発注書の交付】
・ 「親事業者とメール、SNS等により発注内容のやり取りをしており、親事業者から来た連絡を保存している。」
・ 「契約書を事前に取り交わしていたことで、企画倒れとなった案件でも既作業分の代金が円滑に支払われた。」
【スケジュール管理】
・「作業前にイメージのすり合わせを行うなど発注内容を明確化し、やり直しによるスケジュール遅延を防止。」
・「発注者側が、下請事業者に対して細やかな進捗管理などのスケジュール管理を行っている。」

5．概要版（簡易版）の作成
ガイドラインは大部であるため現場で実務に携わる人が簡易に参照できるよう、ポイントが一枚で理解できるリーフレットを作成。
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5

１．実施期間 平成３１年４月２７日（土）～５月３１日（金）

２．意見提出者 合計２，８８２者

（２） 個人：２，８８０者

• 一般社団法人日本アニメーター・演出協会（ＪＡｎｉＣＡ）
• 一般社団法人日本民間放送連盟

（１） 団体 ２者

アニメーション制作における下請ガイドライン(改訂版)(案)に対する意見募集の結果

３．意見の分類

① ガイドライン改訂案に対する賛成意見 ２３９者（８．３％）

② ガイドライン改訂案に対する修正意見 １４０者（４．９％）

③ ガイドライン改訂案には関係しないが、下請取引一般に関する意見 １，４６８者（５０．９％）

④ ガイドライン改訂案や下請取引には関係しないが、アニメ制作現場の環境改善に関する意見 ９５２者（３３．０％）

⑤ 上記①～④に該当しない意見 ８３者（２．９％）
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6アニメーション制作における下請ガイドライン(改訂版)(案)に対する主な意見

項目 提出された主な意見の概要

スケジュール管理の改善

〇 逼迫したスケジュールでは人材育成ができない、心と体を崩し仕事を辞めざるをえない
人がいるなどの問題がある。そして人手が減ると更にスケジュールを逼迫する悪循環。ま
ずは、スケジュール管理の改善が重要。 ＜JAniCA、個人＞

〇 「製作委員会等はサプライチェーン全体のスケジュール管理をする責務があり」という文
言を「配慮する必要がある」に修正すべき。下請振興基準では、「親事業者は、（中略）労
働基準関連法令に違反するようなことのないよう、十分に配慮する。」とあり、これに準じた
表現とすることが適切。 ＜日本民間放送連盟＞

契約書・発注書の取り交わしの
適正化

〇 契約が口約束だったり契約内容が曖昧なまま働かされるケースが多いと聞く。契約を疎
かにする慣習がクリエイターが育たない一因。書面交付の徹底は今後のアニメ業界にとっ
て良いこと。 ＜JAniCA、個人＞

〇 単に書面交付を徹底するだけでは、親事業者との力関係により不利な契約を結ばされ、
不平等な状況が確定してしまうおそれがある。 ＜個人＞

アニメ業界の労働環境や待遇等
の改善

〇 アニメ産業市場は２兆円以上あるのに制作現場の利益は約２，０００億円。クリエイターを
含む制作現場への利益配分が必要。 ＜個人＞

○ 請負契約なのに時間や場所を拘束されたり指揮監督下に置かれている。そうであれば

雇用と同じ扱いにして欲しい。 ＜個人＞

〇 個々の受発注のために書面を取り交わすのは大変なので、制作会社が受発注を含め制
作工程を一括管理するツールを導入してほしい。 ＜個人＞

改訂版ガイドラインの概要版の
作成

○ 制作現場で利用しやすい概要が新たに加えられた点を大きく評価する。
＜JAniCA、個人＞
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放送コンテンツの適正な製作取引の推進に関する取組状況
平成30年度 平成31年度 令和元年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月～

放送コンテンツの
適正な製作取引の推
進に関する検証・検

討会議

総務省
フォローアップ調査
（アンケート調査）

放送コンテンツ
適正取引
推進協議会

総務省・中企庁
ガイドライン講習会

調査実施
（1/11～2/28）

10/29

（反映）

（反映）

（報告）
第１回 第２回

11/30 12/21

論
点
整
理

第３回

下請ＷＧ

（報告）
第４回

（WG第1回合同）
第５回

（WG第2回合同）

1/28 2/22

取引実態調査（ヒアリング調査）
（6月～11月）

・放送局（東京･大阪･仙台15社）
・製作会社（東京・大阪・仙台 17社）
（元請アニメ制作会社（東京3社）を含む）

番
組
製
作
会
社

関
係
団
体

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

放
送
事
業
者

関
係
団
体

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

3/20

第６回
（WG第3回合同）

第7回
（WG第4回合同）

第8回
（WG第5回合同）

4/25

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

改
訂
案
検
討
②
、

周
知
徹
底
方
策
の

検
討
等

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

改
訂
案
決
定

等

平成30年度計画 自己点検
（1/11～2/28）

下請ＷＧ

10/15

公
表

策
定
・
公
表

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

改
訂
案
検
討
①

（
事
務
局
素
案
）

（報告・反映）

2/21

講
習
会

（
大
阪
）

協議会テキスト・下請法管理ツールの作成、配布等

全業界団体
に意見照会

（連携）

回収・確認・取りまとめ

自主行動
計画

平成31年度計画

（反映）

回収・確認・取りまとめ

（報告）

講
習
会

（
東
京
①
）

講
習
会

（
東
京
②
）

2/1 2/28
講
習
会

（
福
岡
）

講
習
会

（
大
阪
①
）

講
習
会

（
大
阪
②
）

3/1 3/82/19

（連携）

（反映）
意見公募(パブコメ)

（4/27-5/31）

下請ＷＧ

4/17

下請ＷＧ

6/18
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放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)概要版(案)①

①下請法
以下の図のとおり、親事業者は、書面の交付義務等の４つの義務と、不当な給付内容

の変更・やり直しの禁止等の11の禁止行為について、下請法の規制を受けることになりま
す。放送コンテンツの取引は、下請法上の「情報成果物作成委託」に該当します。

資本金5千万円超 資本金５千万円以下
（個人含む）

資本金１千万円超
５千万円以下

資本金１千万円以下
（個人含む）

親事業者 下請事業者

①書面の交付義務、②書類の作成・保存義務、③支払期日を定める義務、④遅延利息
の支払義務義務

①受領拒否の禁止、②下請代金の支払遅延の禁止、③下請代金の減額の禁止、④返
品の禁止、⑤買いたたきの禁止、⑥購入・利用強制の禁止、⑦報復措置の禁止、⑧有償
支給原材料等の対価の早期決済の禁止、⑨割引困難な手形の交付の禁止、⑩不当な
経済上の利益の提供要請の禁止、⑪不当な給付内容の変更・やり直しの禁止

禁止
行為

１．ガイドラインに関連する法令について
本ガイドラインに関連する法律は、主に①下請法、②独占禁止法（うち、優越的地位
の濫用）です。

※放送コンテンツの製作に関する契約形態

※１：｢放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン｣（総務省）で定義している「完全製作委託型番組」（♯） を指す。

♯「製作会社の発意と責任により製作され、企画、撮影、収録、製作及び編集までを全て自社の責任で行い、技術的な仕様を満たしていつでも放
送できる状態の番組として放送事業者に納品されたものをいう。」

※２：親事業者が自ら用いる役務の場合、下請法は適用されない。
※３：VTR等「情報成果物」の納入を求める場合には、情報成果物作成委託に該当。

（注）上記の分類のほか、放送局は、映画、アニメ、スポーツ番組等の放映権を「購入」する場合がある。ただし、契約の名目が、放送の利用許諾や放
映権等の「購入」であっても、購入者側が番組内容等を指定している実態にあるときは、下請法上、「委託」に該当し、同法の規制対象となる点に
ついて、注意が必要である。（総務省ガイドラインより）

※１

※３

（再委託の場合に限り、下請法上の
「役務提供委託」として同法の対象） ※２

業務委託

完全製作委託型番組
（ドラマ、バラエティ等）

・放送局等の指揮命令なし

・放送局等の指揮命令あり

（下請法の対象） その他の放送素材
（脚本､ナレーション原稿､ＢＧＭ､ＣＧ等）

・監督／演出

・撮影

・照明

・美術の道具類の操作
等

・音声
・ヘアメイク
・ロケハン

１

派遣

役務委託

情報成果物作成委託
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放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)概要版(案)②

③その他重要な法令
a) 著作権法

著作権法上、製作された番組に対する「発意」と「責任」を有する者に著作権が帰
属します。「発意」とは、番組を自ら企画立案した場合だけでなく、他人からの依頼等
によって製作意思を有するに至った場合も含まれます。「責任」とは、資金を提供しただ
けで単なる外注に過ぎないと評価されるようなものではなく、番組を製作する上でのリス
クを負い、製作を行う法的主体として製作に関する収入支出を自己の計算において
行っていることが求められると考えられます。

b) 消費税転嫁対策特別措置法
令和元年10月1日に予定されている消費税率の引き上げ後の価格を、消費税率

の引き上げ前の税込価格と同額に据え置くなどの行為は、同法第３条第１号後段
の「買いたたき」に該当し、問題となります。

c) 下請中小企業振興法
下請中小企業の振興のための下請事業者、親事業者のよるべき振興基準の策定

が規定されています。平成30年12月には同基準が改正され、「働き方改革の推進を
阻害する取引慣行の改善」の項目が新設されており、以下のような行為をはじめ、下
請事業者の働き方改革を阻害し、不利益となるような取引や要請は行わないことと
されています。

②独占禁止法（優越的地位の濫用の考え方）
放送事業者が番組製作会社に対して優越的な地位にある場合に、当該放送事業者

の番組製作会社に対する、正常な商慣習に照らして不当に、不利益を与える行為（買い
たたき等）が禁止されています。
優越的地位に該当するかは、「取引依存度」や「委託者の市場における地位」、「取引先

変更の可能性」等から総合的に判断されますが、ほとんどの製作取引において、放送事業
者は番組製作会社に対し、取引上優位にある可能性が高いといえます。 こうした優越
的地位の濫用に該当するおそれがある行為類型は、以下のようなものが挙げられます。

①購入・利用強制、②不当な経済上の利益の提供の要請、③受領拒否、④返品、⑤支
払遅延、⑥減額、⑦その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定等

行為
類型

２

①適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更、②無理な短納期発注への
納期遅れを理由とした受領拒否や減額、③親事業者自らの人手不足や長時間労働削減
による検収体制不備に起因した受領拒否や支払遅延、④親事業者自らの人手不足や長
時間労働削減に起因した、適正なコスト負担を伴わない人員派遣要請や付帯作業の要請、
⑤過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応や欠品対応に起因する短い
リードタイム、適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送、⑥納期や工期の過度な特定
時期への集中

親事業
者によ
る不適
切な行
為事例
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２．留意すべきポイントについて
本ガイドラインでは、主に５つの項目において、具体的な事例とともに、下請法あるいは独

占禁止法などに該当しないかを検討しています。ここでは、主要なポイントを紹介します。

■書面の交付は義務
下請法では、情報成果物作成委託の取引を行う場合に、委託内容に関する発注書面の交付義務が

定められています。その書面には支払代金の額や支払期日などの事項が記載されている必要があります。
■書面は直ちに交付
書面は、発注に際して直ちに交付する義務があります(※) 。

(※) 書面の必要記載事項のうち、その内容が定められないことにつき正当な理由がある場合は、当該事項以外の事項を記載した書面(当初書面)を交付す
ることが認められます(ただし、記載しなかった事項について、内容が定められない理由及び内容を定める予定期日を当初書面に記載する必要あり)。当初書
面に記載していない事項については、下請事業者と十分に協議をした上で速やかに定めなくてはならず、その内容が確定した後は、直ちに、当該事項を記載
した書面(補充書面)を交付しなければなりません。また、当初書面と補充書面とで同じ注文番号を用いる等、相互の関連性を明らかにする必要があります。

● なお、製作会社から要請があった場合、金額が大きい場合、個人情報を扱う場合、海外での業務など安全管理上の懸念がある場合においては、下請法
の対象以外の取引についても、できる限り下請法上求められる書面又は適切な書類を交付することを推奨します。

書面の交付

■一律の発注費用削減は「買いたたき」に該当するおそれ
下請法では、親事業者が発注に際して下請代金の額を決定するときに、発注した内容と同種又は類似

の給付の内容に対して通常支払われるべき対価に比べて著しく低い額を不当に定めることは「買いたた
き」として禁止されています。例えば、取引価格の決定において、十分な協議が行われず、過去の製作費と
比べて明らかに下回っている場合や、一律に一定比率の削減などは、下請法上の「買いたたき」に該当す
るおそれがあります。

取引価格の決定

親事業者 下請事業者

十分な協議
親事業者

親事業者 下請事業者親事業者 下請事業者

価格の決定

書
面

書
面

価格の決定

下請事業者

十分な
協議なし

〇〇円で
よろしく！

３

放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)概要版(案)③

親事業者 下請事業者

書
面

発注後直ちに交付

親事業者 下請事業者

書
面

交付無しもしくは製作終了後交付
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a) 支払期日はVTRを受領した日から起算して60日以内：下請法では、「下請代金の支払遅延」とし
て、親事業者が、VTR等を受領した日から起算して60日以内に下請代金を全額支払わないことは禁止
されています。
b) 取引先の都合を理由とした減額：下請法では、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに下請
代金の額を減ずることを禁じています。放送局が出演者の選定を行った際に出演料が高額となったことを理
由に、番組製作会社への発注金額が当初の交付書面より減額された場合は下請法上問題となります。
c) アニメの製作における局印税： 放送局が、一方的に二次利用の収益配分（例：「局印税」の長
すぎる設定期間や広すぎる設定権利範囲、高すぎる料率等）や二次利用許諾の窓口等の取引条件を
押し付けることは、独占禁止法上問題となりうるおそれがあるため、事前に製作委員会の構成員において
十分な協議が行われることが必要です。

その他

著作権の帰属

■十分な協議の無い著作権の譲渡は独占禁止法・下請法違反になるおそれ
著作権の帰属は、製作実態も踏まえて判断することが重要です。親事業者の費用負担により作成された

ことを理由として、一方的に当該成果物に係る著作権を親事業者に譲渡させる場合は、独占禁止法上問
題となる可能性があります。また、著作権の譲渡の対価について十分な協議を行わず、親事業者が一方的
に通常の対価を大幅に下回る下請代金の額を定める場合は、下請法上の「買いたたき」に該当します。

親事業者 下請事業者

協議の上
著作権の帰属先を

確認
親事業者 下請事業者

一方的に著作権
を譲渡させる

■受領後の追加業務は下請法・独占禁止法違反になるおそれ
下請法では、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の取引内容の変更・やり直し
により、下請事業者の利益を不当に害してはならないとされています。放送局側の事情により、受領後に
追加的な業務が発生した際に、必要となる費用を親事業者が負担していない場合は、下請法あるいは独
占禁止法上問題となる可能性があります。

取引内容の変更・やり直し

親事業者 下請事業者親事業者 下請事業者

• 十分な協議なし
• 下請事業者の責めに帰すべき理由はなし
• 必要な費用の支払いなし

やりなおし やりなおし

４

• 十分な協議を実施
• 必要な費用を支払い

放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン(改訂版)概要版(案)④
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参考資料２
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平成30年度 平成31年度

～１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

放
送
事
業
者

番
組
製
作
会
社

放送コンテン
ツの適正な製
作取引の推進
に関する検
証・検討会議
（再掲）

ア
ニ
メ
制
作
会
社
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
ク
リ
エ
イ
タ
ー

アニメーション制
作者実態調査

下請Ｇメン等に
よるヒアリング

メディア業界にお
ける労働時間と
働き方に関する
調査

第１回 第３回

下請法に基づく
調査

放送コンテンツ（アニメ）の適正な製作取引に関する取組状況

調査票
発送

アンケート
発送

アンケート
回収

各
種
調
査
の
取
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
等
の
具
体
的
な
取
組
を
実
施

調査票
回収

ヒアリング
実施

アンケート
回収

TV番組（アニメ）製作取引に関わるアニメ制作会社・クリエイターについてヒアリング
やアンケートによる調査を実施。調査結果を踏まえ、今後下請ガイドラインを改訂。

アンケート
発送

第２回
下
請
等
中
小
企
業
の
取
引
条
件
改
善
に
関
す
る
Ｗ
Ｇ
に
て
論
点
整
理

アンケート
集計・分析

第４回 第５回 第６回 第７回

（報告）

検討会議

アンケート
取りまとめ

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
意
見
公
募
（
パ
ブ
コ
メ
）
開
始

第８回 第９回

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
訂
素
案
を

制
作
会
社
、
ク
リ
エ
イ
タ
ー
の
各
団
体
と
す
り
合
わ
せ
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